
（平成２２年５月１９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認愛媛地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

愛媛厚生年金 事案 570 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、船舶所有者Ａにおける申立人の資格取得日に係

る記録を昭和 37 年７月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万

2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 37年７月 26日から同年９月１日まで 

   社会保険庁（当時）から郵送されてきたねんきん特別便により、申立期

間について、船員保険の加入記録が無いことが分かった。 

しかし、申立期間当時、Ｂ丸に乗船し、漁業に従事していたことは確か

なので、申立期間について、船員保険に加入していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ｂ丸に機関長として勤務していたことが、申立

人から提出された船員手帳により確認できる。 

また、申立期間当時におけるＢ丸の船長は、「申立期間当時、船員保険の

加入手続を行っていた事務員は、船員手帳の雇入年月日を、船員保険の資格

取得日として社会保険事務所に届け出ていたと思う。」と証言しているとこ

ろ、同船の乗組員のうち、船員手帳を保管していた３人は、申立期間以前及

び申立期間において、船員手帳に記載されている雇入年月日と船員保険被保

険者名簿の資格取得日がおおむね一致していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る船員保険料を事

業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 37 年９月の社会保険

事務所（当時）の記録から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る船員保険料の事業主による納付義務の履行については、



                      

  

事業主は、既にＢ丸の船舶所有者ではなくなっており、連絡先が不明である

上、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たら

ないことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 571 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が主張する平成 16 年３月 31 日に申立人に賞与を支給し

た旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められることか

ら、申立人の厚生年金保険の標準賞与額に係る記録を７万円に訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年３月 31日 

    厚生年金保険の加入記録について、社会保険事務所に照会したところ、

Ａ社に勤務していた申立期間の賞与について、厚生年金保険料の納付記録

が無いことが分かった。 

    しかし、申立期間の賞与から厚生年金保険料を控除されたことは確かな

ので、当該保険料が、年金給付額に反映されるよう厚生年金保険の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賞与個人別一覧（写）から、申立人は、申立期間にお

いて、その主張する標準賞与額（７万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、事業主から、平成 16 年４月 21 日に、申立人の申立期間に係る健康

保険厚生年金保険被保険者賞与支払届が社会保険事務所に提出されたところ、

社会保険事務所からの健康保険厚生年金保険標準賞与額決定通知書（写）に

は、申立人について、継続して勤務しているにもかかわらず、「喪失日以降

の賞与の支払の為、保険料は必要ありません。」と記載されていることが確

認できる。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いて、事業主は、「申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払

届の提出後、社会保険事務所から、申立期間の賞与について、厚生年金保険

料の納付は不要である旨の通知があったので、保険料を納付しなかったと思



                      

  

う。」と回答している。 

このことについて、年金事務所に照会したところ、「事業主より提出され

た健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届に基づき、標準賞与額をオンラ

イン記録に入力する際には、同支払届に記載されている健康保険被保険者番

号、生年月日についても同時に入力することとされており、既に被保険者資

格を喪失した健康保険被保険者番号が入力された場合、エラーリストが出力

されるため、社会保険事務所はその原因を調査し、事業主に確認の上、再度

正しいデータを入力するとされているところ、当時の担当者が、事業主に十

分な確認等を行わなかったものと考えられる。」との回答が得られた。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人に係る年金記録の管理は適切であったとは認められず、事業主は、申

立人が主張する申立期間における標準賞与額（７万円）に係る届出を社会保

険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準賞与額については、上記賞与個人別一覧（写）によ

り、７万円とすることが妥当である。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 572 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が主張する平成 16 年３月 31 日に申立人に賞与を支給し

た旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められることか

ら、申立人の厚生年金保険の標準賞与額に係る記録を２万円に訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年３月 31日 

    社会保険事務所からの通知により、Ａ社に勤務していた申立期間の賞与

について、厚生年金保険料の納付記録が無いことが分かった。 

    しかし、申立期間の賞与から厚生年金保険料を控除されたことは確かな

ので、当該保険料が、年金給付額に反映されるよう厚生年金保険の記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賞与個人別一覧（写）から、申立人は、申立期間にお

いて、その主張する標準賞与額（２万円）に基づく厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、事業主から、平成 16 年４月 21 日に、申立人の申立期間に係る健康

保険厚生年金保険被保険者賞与支払届が社会保険事務所に提出されたところ、

社会保険事務所からの健康保険厚生年金保険標準賞与額決定通知書（写）に

は、申立人について、継続して勤務しているにもかかわらず、「喪失日以降

の賞与の支払の為、保険料は必要ありません。」と記載されていることが確

認できる。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いて、事業主は、「申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払

届の提出後、社会保険事務所から、申立期間の賞与について、厚生年金保険

料の納付は不要である旨の通知があったので、保険料を納付しなかったと思

う。」と回答している。 



                      

  

このことについて、年金事務所に照会したところ、「事業主より提出され

た健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届に基づき、標準賞与額をオンラ

イン記録に入力する際には、同支払届に記載されている健康保険被保険者番

号、生年月日についても同時に入力することとされており、既に被保険者資

格を喪失した健康保険被保険者番号が入力された場合、エラーリストが出力

されるため、社会保険事務所はその原因を調査し、事業主に確認の上、再度

正しいデータを入力するとされているところ、当時の担当者が、事業主に十

分な確認等を行わなかったものと考えられる。」との回答が得られた。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人に係る年金記録の管理は適切であったとは認められず、事業主は、申

立人が主張する申立期間における標準賞与額（２万円）に係る届出を社会保

険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準賞与額については、上記賞与個人別一覧（写）によ

り、２万円とすることが妥当である。 

 

 



                      

  

愛媛国民年金 事案 532  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年６月から 55 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 50年６月から 55年２月まで 

    昭和 50 年６月ころから両親が経営するＡ店に勤め、このころ同店の税金

等の事務を行っていた会計事務所の人に私の年金手帳を渡し、国民年金の

加入手続を行ってもらった記憶がある。 

    同店から支給されていた給与からは、税金等と一緒に国民年金保険料も

控除されていたと思うので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人は、申立期間に係る国民年

金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、申立期間当時、Ａ店の給

与支払事務を担当していた申立人の母親は、「申立人に支給していた給与か

ら国民年金保険料を控除し、その保険料を納付したかどうか覚えていな

い。」と述べており、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明であ

る。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿に申立人の氏名の記載は無く、申立人

に対し国民年金手帳記号番号が払い出されていることをうかがわせる周辺事

情も見当たらない上、申立人が自身の国民年金の加入手続を行ってもらった

とする元会計事務所の担当者から聴取しても、申立人に係る国民年金の加入

手続を行ったとする証言は得られないことから、申立人は、申立期間当時、

国民年金に加入しておらず、国民年金保険料を納付することができなかった

ものと考えられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

愛媛国民年金 事案 533 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年７月から同年 10 月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年７月から同年 10月まで 

    国民年金保険料の納付記録について、社会保険事務所（当時）に照会し

たところ、申立期間について、未加入となっていることが分かった。 

    しかし、申立期間前の平成元年６月まで勤務していた会社を退職する際、

同社から退職後の年金加入手続について詳細な説明を受け、退職直後の同

年７月に、実家がある市の市役所において転入手続と国民年金の加入手続

を行い、その後、市役所から郵送された納付書（紙の綴り）により、申立

期間中に、郵便局又は銀行（いずれも名称は不明）の窓口で、申立期間の

国民年金保険料を一括納付した記憶があるので、申立期間について、国民

年金保険料を納付したことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、会社を退職した直後、実家があるＡ市役所で国民年金の加入手

続をしたと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成元

年 11 月に婚姻後に居住したＢ市で払い出されていることが確認でき、申立人

は、このころに国民年金に加入したものと推認されることから、申立人は、

申立期間当時、国民年金に加入しておらず、国民年金保険料を納付すること

ができなかったものと考えられる。 

また、申立人は、「申立期間当時、Ａ市役所から国民年金手帳を交付され

た記憶が無い。」としているなど、申立人に対して、別の同記号番号が払い

出されたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。  

 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 573 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 22年から 25年まで 

    申立期間当時、Ａ組合に勤務していた。 

給与明細書等は無いが、一緒に働いていた同僚の名前を思い出したので、

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ組合における業務内容に関する具体的な供述、及び申立人が記

憶している複数の同僚の氏名が、当時同組合に勤務していた従業員が記憶す

る同僚の氏名とおおむね一致することから、時期が特定できないものの、申

立人は同組合に勤務していたと推認できる。 

しかしながら、Ａ組合は、昭和 23 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所

となっており、それ以前に、申立人は同組合において同保険の被保険者資格

を取得することができない。 

また、申立人は、Ａ組合において一緒に勤務したとして、工場長１人、同

僚６人及び同組合の事務担当者２人を記憶しているところ、同組合に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人が記憶している者のうち

同僚４人については、同組合が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 23

年６月に被保険者資格を取得していることが確認できるものの、残りの者に

ついては厚生年金保険の加入記録が確認できない。 

さらに、昭和 23 年ころから 25 年８月までＡ組合に勤務していた元従業員

は、申立人が記憶している 23 年６月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取

得している同僚４人のうち３人を覚えているものの、申立人については記憶

していないとともに、申立人が記憶している工場長についても記憶しておら

ず、別の工場長（昭和 23 年６月１日被保険者資格取得）が在籍していたと証



                      

  

言している上、上記同僚４人のうち連絡が取れた２人から聴取しても申立人

に関する証言を得ることができず、申立人が同組合が適用事業所となった 23

年６月以降に勤務し、厚生年金保険に加入していたことを確認することがで

きない。 

   加えて、Ａ組合に係る健康保険厚生年金被保険者名簿の中に申立人の氏名

は確認できず、健康保険被保険者番号に欠番も無いことから、申立人の記録

が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

    



                      

  

愛媛厚生年金 事案 574 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月から 33年２月まで 

    申立期間について、Ａ社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間当時、Ａ社に勤務していたことは、時期は特定できな

いものの、同社に勤務していた従業員の証言及び同社の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿により申立人が記憶している複数の同僚の氏名が確認できる

ことから、推認できる。 

   しかしながら、申立人は、「Ａ社の所在地はＢ区であり、Ｃ区で勤務した

ことは無い。」と述べているところ、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿により、同社は、昭和 32 年５月７日付けでＣ区からＢ区に所在地を変更

していることが確認でき、申立人は、申立期間のうち 30 年４月から 32 年４

月までについて、同社に勤務していなかったものと推認できる。 

   また、申立人が、申立期間当時、Ａ社において一緒に勤務していたと記憶

している従業員 12 人のうち５人は、申立期間後の昭和 33 年６月以降に、同

社において厚生年金保険被保険者資格を取得しており、同社は、入社後すぐ

に従業員を厚生年金保険に加入させていなかった可能性がうかがわれ、申立

人については、同社から同資格取得届が社会保険事務所（当時）に提出され

る前に退職した可能性がうかがわれる。 

   さらに、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、

同社の事業主及び社会保険関係の事務をしていたとみられる従業員は死亡し

ており、申立期間当時における厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。 



                      

  

   このほか、申立人が申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

愛媛厚生年金 事案 575 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 10月２日から 35年２月 15日まで 

    昭和 33 年４月からＡ社Ｂ工場で勤務していたが、同事業所が厚生年金保

険の適用事業所となった同年 10月から 35年２月 15日までについて、同保

険の加入記録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 33 年４月にＡ社Ｂ工場に入社し、すぐに上司のＣ氏の下

でＤ県やＥ県にあった同社出張所等で勤務し、給与はＣ氏から支給され

た。」と述べているところ、申立期間当時、Ａ社Ｂ工場に勤務し、申立人を

覚えている元社員は、「申立人は、Ａ社の下請事業者であったＦ事業所の作

業員であり、ある会社のプラント部材を現場で組み立てていた。Ａ社の社員

であれば、厚生年金保険に加入させていたと思う。」と証言している上、当

時、同社本社において経理担当であった元社員は、「Ａ社の社員については、

厚生年金保険に加入させ、雇用保険にも加入させていた。下請事業者であっ

たＦ事業所に雇用されていた作業員については、途中からＡ社の社員となっ

たので、申立人についても、当初はＦ事業所の作業員として勤務し、Ａ社の

社員となった時点で厚生年金保険に加入したのではないか。」と証言してい

る。 

また、オンライン記録によると、昭和 33 年ころから申立人と一緒に勤務し

ていたことを覚えているＦ事業所の元同僚は、Ａ社Ｂ工場における厚生年金

保険の加入記録が無く、36 年７月に、初めて同社Ｇ工場において厚生年金保

険に加入していることが確認でき、申立人についても、Ａ社Ｂ工場の健康保

険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が厚生年金保険被保険者資格



                      

  

を取得したことが確認できる昭和 35 年２月 15 日以降に同事業所の社員とな

った可能性がうかがわれる。 

   さらに、申立期間当時のＡ社Ｂ工場及び申立人が出向して勤務したと述べ

ている同社の各出張所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の中に、申

立人の氏名は確認できず、健康保険被保険者番号に欠番も無い。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 


